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別紙 

審査結果 
郵便法（昭和 22年法律第 165号。以下「法」という。）の規定に適合したも

のと認められることから、これを認可することが適当である。 

審査基準 
審査

結果 
理由 

次に掲げる事項が適正かつ明確に定

められていること 

（法第 68条第２項第１号） 

この法律又はこの法律に基づく総

務省令の規定により郵便約款で定

めることとされている事項 

適 暗証番号の入力、配達証への記載等、

書留郵便物を「はこぽす」で受け取

る場合の取扱いについて定められて

いることから適当である。 

郵便物の引受け、配達、転送及び

還付並びに送達日数に関する事項 

適 書留郵便物を「はこぽす」で受け取

る場合の配達及び還付に関する事項

が定められていることから適当であ

る。なお、それ以外の事項について

は変更がない。 

郵便に関する料金の収受に関する

事項 

適 今回の改正事項は書留郵便物を「は

こぽす」で受け取る場合の取扱いで

あり、料金の収受に関する事項につ

いては変更がない。 

その他会社の責任に関する事項 適 今回の改正事項は書留郵便物を「は

こぽす」で受け取る場合の取扱いで

あり、会社の責任に関する事項につ

いては変更がない。 

特定の者に対し不当な差別的取扱い

をするものでないこと 

（法第 68条第２項第２号） 

適 今回の改正事項は書留郵便物を「は

こぽす」で受け取る場合の取扱いで

あり、特定の者に対し不当な差別的

取扱いをするものではない。 
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総務大臣

野田 聖子 検

日本郵便株式会社

代表取締役社長

横山 邦

郵便約款の変更認可申請書

郵便法（昭和22年法律第1 6 5号）第68条第1項の規定に基づき、 内閣

郵便約款の変更の認可を受けたいので、 申請します。

1 内国郵便約款
－

別添新旧対照表のとおり。

2 実施予定期日

2 0 1 8年3月3 1日

3 変更を必要とする理由

お客さまの利便性を一 層向上させることにより、利用の維持・拡大を図る

ため。

3 
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説明資料 

内国郵便約款の変更認可 

平成 29 年 11 月 20 日 
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第１ 郵便約款の認可について 

１ 郵便約款とは 

 郵便約款とは、郵便の役務に関する具体的な提供条件（料金及

び総務省令で定める軽微な事項を除く。）を定めたもので、郵便法

（昭和 22 年法律第 165 号。以下「法」という。）第 68 条第１項に

より、日本郵便株式会社が、郵便約款を定めることになっている。 
※約款とは、大量の契約を画一的･定型的に締結し、処理することを目的と

して企業があらかじめ定めておく契約条項のことをいう。

２ 総務大臣の認可 

 郵便約款の内容は、利用者の利便・利益に直接関わること等か

ら、法第 68 条第１項により、総務大臣の認可を受けることとなっ

ている。変更する場合も同様。 

※ 料金については、法第 67 条第１項により、原則、総務大臣

への届出制、第三種郵便物・第四種郵便物の料金については、

同条第３項により、認可制となっている。

※ 書類の様式等利用者の権利・義務に重要な関係を有しない

提供条件や試験的に提供するものといった軽微な事項につい

ては、法第 68 条第１項により、認可を要さない。

３ 審議会への諮問 

法第 73 条第１号に基づき、総務大臣は認可を行うにあたり、情

報通信行政・郵政行政審議会に諮問することとなっており、今回

諮問を行っているもの。 

日本郵便（株）から認可申請書提出(29.11.14) 

情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問(29.11.20) 

総務大臣認可 

情報通信行政・郵政行政審議会からの答申 
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第２ 日本郵便株式会社からの申請 

１ 概要 

日本郵便株式会社は、平成 29 年３月 31 日から１年間の予定で、不在

のため受け取れなかった書留郵便物を受取ロッカー「はこぽす」で受け

取ることができる試験サービスを行っている。（試験的に提供する郵便

の役務の提供条件は、総務大臣の認可不要。（郵便法施行規則（平成 15

年総務省令第５号）第 29 条第２号）。 

日本郵便株式会社は、試験期間終了後、本格実施することを予定して

おり、このため内国郵便約款を変更するもの。 

※「はこぽす」とは、ゆうパックの受け取り若しくは発送又は書留郵便物の受け取

りに利用できるロッカー。

設置台数：平成 29 年 11 月１日現在 185 ヶ所設置 

（17 都道府県：北海道、関東 1 都 4 県、東海 3 県、近畿 2 府 4 県、四国１県、九

州１県） 

「はこぽす」の設置例（石神井郵便局） 

２ サービス内容 

（１）概要

書留郵便物の不在配達通知書の交付を受けた受取人が、当該郵

物の受取場所として「はこぽす」を指定して受け取ることができ

るサービス。 

（２）サービス対象

不在のため受け取れなかった以下の郵便物

・一般書留郵便物

・簡易書留郵便物

※現金書留郵便物等を除く。
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（３）利用方法

書留郵便物が不在配達となった場合（不在配達通知書交付後）

（４）その他

・料金は無料

３ 内国郵便約款変更の概要 

はこぽすで書留郵便物を交付する場合の取扱いを規定 

・日本郵便株式会社が予め通知した暗証番号の入力を受ける

・使用した「はこぽす」の名称と「はこぽす」の扉が閉じられた日

時を記録

４ 内国郵便約款を変更する理由 

顧客の利便性を一層向上させることにより、利用の維持・拡大を図る

ため。 

５ 実施予定期日 

  平成 30 年３月 31 日
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第３ 審査結果 

法の規定に適合したものと認められることから、認可することが

適当である。 

審査基準 
審査

結果 
理由 

次に掲げる事項が適正かつ明確に定

められていること 

（法第 68 条第２項第１号） 

この法律又はこの法律に基づく総

務省令の規定により郵便約款で定

めることとされている事項 

適 暗証番号の入力、配達証への記載等、

書留郵便物を「はこぽす」で受け取

る場合の取扱いについて定められて

いることから適当である。 

郵便物の引受け、配達、転送及び

還付並びに送達日数に関する事項 

適 書留郵便物を「はこぽす」で受け取

る場合の配達及び還付に関する事項

が定められていることから適当であ

る。なお、それ以外の事項について

は変更がない。 

郵便に関する料金の収受に関する

事項 

適 今回の改正事項は書留郵便物を「は

こぽす」で受け取る場合の取扱いで

あり、料金の収受に関する事項につ

いては変更がない。 

その他会社の責任に関する事項 適 今回の改正事項は書留郵便物を「は

こぽす」で受け取る場合の取扱いで

あり、会社の責任に関する事項につ

いては変更がない。 

特定の者に対し不当な差別的取扱い

をするものでないこと 

（法第 68 条第２項第２号） 

適 今回の改正事項は書留郵便物を「は

こぽす」で受け取る場合の取扱いで

あり、特定の者に対し不当な差別的

取扱いをするものではない。 
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参考資料 



６ 

１ 参照条文 

○郵便法（昭和 22 年法律第 165 号）

（郵便約款）

第六十八条 会社は、郵便の役務に関する提供条件（料金及び総務省令で定め

る軽微な事項に係るものを除く。）について郵便約款を定め、総務大臣の認可

を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  

２ 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認

めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。  

一 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。 

イ この法律又はこの法律に基づく総務省令の規定により郵便約款で定め

ることとされている事項

ロ 郵便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する事項

ハ 郵便に関する料金の収受に関する事項

ニ その他会社の責任に関する事項

二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。 

（審議会等への諮問）  

第七十三条 総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等（国家行政組織法 （昭

和二十三年法律第百二十号）第八条に規定する機関をいう。）で政令で定める

ものに諮問しなければならない。  

一 第六十七条第三項、第六十八条第一項又は第七十条第一項の規定による認

可をしようとするとき。  

二・三  （略） 

○郵便法第七十三条の審議会等を定める政令（平成 15 年政令第 83 号）

 郵便法第七十三条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行

政審議会とする。 

○郵便法施行規則（平成 15 年総務省令第５号）

（郵便約款の認可を要しない軽微な提供条件）

第二十九条 法第六十八条第一項の総務省令で定める軽微な事項は、次のとおりと

する。 

一 郵便の役務の利用に際して利用者が記載する事項に関する書類の様式そ

の他の利用者の権利及び義務に重要な関係を有しない郵便の役務に関する

提供条件 

二 期間を限定して試験的に提供する郵便の役務に関する提供条件 




